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保険契約者等

監視

経営権・
財産管理
処分権

金融機関の秩序ある処理（１）

預
金
保
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機
構

金融機関

銀行・保険・証券

金融機関

一般の業務
（預金・保険契約等）

約定通り履行

カウンター・パーティ

預金者・
保険契約者等

約定通り履行

銀行・保険・証券

カウンター・パーティ

＝ ＝

一般の業務
（預金・保険契約等）

継続

流動性
供給

＜自力再建＞

＜第三者支援＞

＜事業再構築＞

システム上
重要な取引

システム上
重要な取引

取引の縮小・解消

・事業の譲渡
・資産の売却
・優先株式等
の引受け等

（債務超過でないことを前提）
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一般の業務
（預金・保険契約等）

システム上
重要な取引

経営権・
財産管理
処分権

流動性
供給

事業譲渡等

金融機関の秩序ある処理（２）

危機に瀕した
金融機関

銀行・保険・証券

資金援助

切分け

銀行・保険・証券

預金保険制度

保険契約者
保護機構 等

一般の業務
（預金・保険契約等）

預
金
保
険
機
構

（資産・事業の処分）

履行

カウンター・パーティ
カウンター・パーティ

＝

預金者・
保険契約者等

＝

預金者・
保険契約者等

倒産処理手続等
による清算等

受皿金融機関・
ブリッジ金融機関

システム上
重要な取引

（債務超過等の場合）
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